
よく寄せられるお問い合せ

併せて介護保険請求事務資料もご覧ください

請求の受付について
項番 質問（Q) 回答（A)

1

新しく介護事業所を開設しました。
連合会へどういった手続きを行えばよい
ですか。
また、事業所情報の変更をしたいときは
どうすればよいですか。

新規指定を受けた翌月第一週を目途に本会から必要書類等をお送りいたします。
届出内容の変更（口座番号等）があった場合は、変更届の提出をお願いします。
手続きの詳細につきましては、本会ホームページ「事業所届出書類と変更書類について」をご参照ください。

2
当月の請求内容に誤りがありました。
差し替えは可能ですか。

電子請求の場合、提出期限（10日）までであれば、伝送通信ソフト上で請求の取消・再送が可能で、本会への連絡
は不要です。詳しくはマニュアルをご覧ください。
電子媒体（CD等）請求の場合、提出期限までに再提出が可能であれば差し替えが可能です。「差し替え依頼書」
又は「削除依頼書」と併せて媒体を提出していただく必要がございますので、必ず連合会へご連絡ください。
また、請求の一部のみを差し替えることはできません。ご注意ください。

提出期限を過ぎた場合、請求の差し替えや審査途中での返戻はできません。
審査決定後、以下の対応をしてください。

返戻になった場合…翌月以降、再請求を行ってください。
支払われた場合…翌月以降、保険者へ過誤調整依頼書を提出後、再請求を行ってください。

（参考）介護保険請求事務資料P5〜９

3
請求をしようとしたら、電子証明書の有効
期間が切れていました。

直ちに発行申請をしてください。電子証明書は有効期限が切れる３ヵ月前から更新が可能で、有効期限終了日の
翌日からの日付で再発行されます。

4
電子請求受付システムや電子証明書の
パスワード入力が上手くいきません。

以下の原因が考えられます。
１異なる種類のパスワードを入力している。
（誤り例）
・電子請求受付システムログインに「証明書発行用パスワード」を入力
・電子証明書の発行依頼に「仮パスワード」を入力

２パスワードの入力誤りをしている。
（誤り例）
・大文字を小文字で入力（あるいはその逆）
・全角文字で入力
・スペースを入力

３変更前のパスワードを使用している
　「仮パスワード」は電子請求受付システムへの初回ログイン時に使用し、ログイン後事業所で変更していただい
ています。また、その後も定期的に変更していただいています。事業所で変更したパスワードは本会ではわかりま
せん。
　「変更したパスワードが分からなくなった」「パスワードを紛失した」等の場合は、再発行依頼書を送付（ＦＡＸ可）し
てください。

※パスワードは原則として事業所側で管理していただいているため、本会で直接お教えすることができません。変
更の履歴がわかる帳簿を作成するなど、管理・保管の徹底をお願いいたします。

5
その他システムに関してのお問合せ
（操作方法、入力ができない、送信がうま
くいかない、エラーが出る等）

各システムのマニュアル等をご確認ください。
電子請求受付システムの場合、メニューからマニュアルやFAQが確認できます。
FAQの内容はログイン前とログイン後で変わりますので、どちらも確認をお願いします。
それでも解決されない場合、下記へお問い合わせください。
　・介護電子請求ヘルプデスク：0570-059-402

国保中央会伝送ソフト（簡易入力システム含む）に関する質問は下記へお問い合わせください。
　・介護伝送ソフトヘルプデスク：0570-059-401

それ以外のシステムに関連する問い合わせは、開発・販売会社へお問い合わせください。

過誤調整について

6 過去の請求内容に誤りがありました。どう
いった手続きを行えばよいですか。

該当の保険者へ過誤調整依頼書を提出してください。
請求単位数の一部分だけの調整は出来ず、請求実績全てが取り下げられるため、ご注意ください。

詳しくは本会ホームページ「過誤・再審査について」をご参照ください。

（参考）介護保険請求事務資料P21〜24

7 通常過誤と同月過誤の違いは何ですか。

●通常過誤
過誤処理（請求の取り下げ）のみを行います。ひと月に大量の過誤依頼を出してしまうと、支払金額が極端に少な
くなったり、請求金額がマイナスとなり返還が発生する場合がございますので、ご注意ください。

●同月過誤
同月内で過誤処理と過誤分の再請求の審査を行います。過誤金額と再請求金額が相殺されるため、当初決定金
額との差額分のみで調整が可能です。

（参考）介護保険請求事務資料P22〜23



8
過去に提出した給付管理票の誤りがあっ
た場合、どうすればよろしいですか。

給付管理票はサービス明細書のような過誤処理はできません。
提出済みの給付管理票の訂正をする場合は作成区分を「修正」に、取り消す場合は作成区分を「取消」にして、再
提出してください。
また、提出する支援事業所自体が誤っていた場合、正しい支援事業所が「修正」で給付管理票を提出することが
可能です。

9
給付管理票を取り消した場合は、サービ
ス事業所へはどういう影響がありますか。

サービス計画費、サービス事業所の請求明細書が過誤となります。

通知書について

10 過去の通知書を再度取得したいです。
連合会へご連絡ください。受領書類等再発行依頼書をお送りします。
また、再発行した通知書の郵送を希望される場合は、返信用封筒が必要です。
再発行には日数を要する場合がございます。通知書の管理・保管の徹底をお願いします。

11 各通知書の見方を教えてください。
本会ホームページに掲載されている「各種通知書」の項目をご参照ください。

（参考）介護保険請求事務資料P28〜43

返戻について

12
返戻理由「査定でエラーのあるもの」とは
どういう意味ですか。

給付管理票の内容とサービス明細書の内容が一致しないため返戻となっています。給付管理票に記載の事業所
番号に誤りはないか、計画単位数に誤りがないか等支援事業所に確認を取ったうえで正しい明細書を再請求して
ください。場合によっては給付管理票の修正が必要です。

（参考）介護保険請求事務資料P62

13
その他請求が返戻（保留）になった理由を
教えてください。

本会ホームページに掲載されている「エラーコード対応表」をご参照ください。

本会へお問合せいただく場合は、事業所番号、保険者番号（46で始まる6桁の数字）、被保険者番号（10桁の数
字）をもとに確認を行いますので、ご準備をお願いいたします。
なお、県外の受給者（保険者番号が46以外で始まる方）につきましては、該当の都道府県の連合会へお問い合わ
せください。

（参考）介護保険請求事務資料P44〜62

その他請求について
項番 質問（Q) 回答（A)

14
月の途中で被保険者の保険者が変更に
なった場合の請求方法を教えてください。

日数に応じてそれぞれの保険者番号で請求してください。

15
月の途中で生活保護になった場合の請
求方法を教えてください。

●サービス事業所
　生活保護単独の場合は、被保険者番号が変更となるので、日数に応じてそれぞれの被保険者番号で請求しま
す。
　生活保護併用の場合は、被保険者番号に変更はないので、同じ被保険者として生活保護期間分とそれ以外の
期間に応じて
　一枚の明細書で請求してください。

●居宅介護支援事業所
　生活保護単独の場合、被保険者番号が変更となるので、それぞれの被保険者番号で請求します。
　生活保護併用の場合、通常通り保険者へ請求します。

16
月の途中で要介護状態区分に変更が
あった場合の請求方法を教えてください。

●介護給付費明細書の請求
月の途中で要介護状態区分変更があった場合、介護給付費明細書には、月末時点の要介護状態区分、認定有
効期間を記載し、日割り計算用のサービスコードを利用して、対象となる期間分の日数を請求してください。

●給付管理票の請求
支給限度額管理、介護報酬の請求等の事務は月単位で行うため、変更前後のいずれか高い方の区分支給限度
基準額を適用します。

（参考）介護保険請求事務資料P10〜20

17
月の途中で居宅介護支援事業所を変更
した場合の請求方法を教えてください。

給付管理票の提出は、原則、月末時点に保険者へ届け出ている居宅介護支援事業所が、その月の計画をまとめ
て提出します。サービス計画費に関しても、給付管理票を提出する事業所が請求します。それぞれの金額の割り
振りは、事業所間で調整してください。
また、最終的な判断は市町村が行います。後半の事業所での利用がない等の諸事情がある場合、事業所間と市
町村間で確認をとり、合意を得たうえで請求してください。

18
居宅介護支援費（サービス計画費）は利
用者の自己負担が発生しますか。

居宅介護支援費（サービス計画費）には、利用者の自己負担はありません。
介護保険被保険者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・全額保険適用
生活保護併用者（６５歳以上）・・・・・・・・・全額保険適用
生活保護単独者（６５歳未満）・・・・・・・・・全額福祉事務所負担



19
介護給付費の請求の時効は何年です
か。

介護給付費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２年
介護予防・日常生活支援総合事業費・・・・・・・・５年
介護扶助に係る場合（生活保護）・・・・・・・・・・・５年

（例１：４月サービス提供の介護給付費・５月請求・６月支払→７月１日が起算日）
（例２：平成28年8月サービス提供分は、11／１が起算日で平成30年10/10までの請求が可能）
請求期間を過ぎた明細書の請求や過誤は、事前に市町村にご相談ください。


